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The Review of Agricultural Economics 

新食糧法下における米の「地域銘柄J形成の意義と課題
一北海道・北空知広域連を事例としてー

小池晴伴

The Meaning and Problems of 
the Formation of a “Local Brand" 

of Rice under the New Food Act: The Case of 
the Kitasorachi JA Group in Hokkaido 

Harutomo KOIKE 

Summary 

The formation of“locaJ brand" of rice has been undertaken in recent years due to the wide disparity 

in rice quarity throughout the prefecture， the demand of difference by product area， and the advertising 

conducted by large shops. This paper atempts to clarify both the intent and the problems of this standar-

dization. The intent is presented as the aUowance for to product and sele of rice accoding to area. The 

inherent difficuIties presented include those of aJlocating a functionaJ ]A group， uniting action in the pro-

duct紅白，組dseeing the project through to its conclusion. 

はじめに

1995年11月から新食糧法が施行されたことに

よって，米流通の再編がいっそう進行している。

新たな制度においては，計画制度や業者の登録制

度によって，政府によるある程度の管理がおこな

われるものの，その度合いは従来の食管制度より

も大幅に後退した。今後，民間主導によるあらた

な米流通システムが形成されていくなかで，現在

は過渡期と位置づけることができる。そのため，

現在の米流通はどのような状況にあり，今後どの

ようなシステムが形成されていくかを解明するこ

とが，緊急の課題となっている。

流通規制の緩和によって，産地段階，卸・小売

段階ともにさまさまな動きがでている。このなか

で産地段階においては，系統内での米流通の機能

分担のあり方が変化しつつも，今後とも基本的に

は系統農協が米流通の中心的な担い手となってい

くと考えられる。
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米流通の再編と系統農協との関係について，松

島[7]は，生産者一単協段階，単協一経済連段

階ともに基本的に従来の流通ルートが主流となる

見解を示しつつも，今後は「系統各段階がそれぞ

れいかなる流通機能をはたしうるかが厳しく関わ

れる」としている。また吉田 [12Jは，系統農協

の米穀事業の動向には，①従来の流通ルートの枠

内での全農を核とした系統連合会づくり，②流通

の多様化に対応した単協の共販機能の強化の二つ

流れがあるとしている。この見解を基礎に，産地・

銘柄の面では，従来の経済連単位のものから，差

別化に基づいた地域銘柄と，県単位の一般産地・

銘柄の共存へと変化していることを指摘している。

また三島 [8]は，北海道米の販売戦略について，

広域産地銘柄を前面に出した販売や，農協単独の

精米販売がおこなわれていることを受けて， r地
区ごとに品質向上の努力をしつつも，販売は系統

を通じて行うことを基本姿勢にしたしリとしてい

る。
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以上のように，産地段階における米流通の再編

における問題は，米産地がどのような範囲で形成

されようとしており，系統各段階での米流通機能

がそれとどのように関連するかということである

といえる。このような問題状況を受けて本論文で

は，米流通における「地域銘柄」形成の意義と課

題を明らかにすることを目的とする。ここで「地

域銘柄」とは，県内において特定地域の産米の銘

柄のことである。事例としては，北海道・北空知

における北空知広域農業協同組合連合会(以下，

北空知広域連)の取り組みを取り上げる。

本論文の構成は，まず 1節において，r地域銘柄」
形成の実態と要因を整理し，それがおもに産地指

定というかたちでおこなわれていることを指摘す

る。つぎに2節では，事例の位置する北空知管内

の特徴と管内の単協のこれまでの米販売対応の展

開を明らかにする。また 3節では，北空知広域連

の「地域銘柄」形成の取り組みを整理して，今後

の北海道産米の流通における意義と課題を検討す

る。

「地域銘柄J形成の背景と産地指定

1) r地織銘柄J形成の実態
最近，米の「地域銘柄」形成のうごきが活発化

している。それを端的に示すものとして，一つめ

は，自主流通米価格形成センターにおいて地域区

分別上場が認められたことである。 1995年産米か

らは，新潟コシヒカリが一般・魚沼・岩船・佐渡

に，1996年産米からは，福島コシヒカリが中通り・

浜通り・会津に，三重コシヒカリが一般・伊賀に

区分されて上場されることになった。この地域区

分別上場によって，それぞれの地区ごとに別々の

価格形成がおこなわれるようになり， r地域銘柄J
形成が米の価格形成の制度面からも進行している。

二つめは，量販屈における米のプライベート・

プランドが，県・品種銘柄のみならず，県内の産

地を限定していることである。表1は，大手量販

庖による米のプライペー卜・ブランドの産地指定

の状況をみたものである。ダイエー・イトーヨー

カ堂は，それぞれ「蔵米」・「あたたか」のPB

名で，新潟コシヒカリ，秋田あきたこまち，北海

表1 量販庖による米のプライベート・プランドの産地指定

量販応名 ダイエー イトーヨーカ堂 西友

P B名 「蔵米」 「あたたか」

コシヒカリ 新潟県上越地区 新潟県信濃川流域 長野県伊那・安曇野北部

(上越市など) (いちい，見附市，長岡市伊那，大北)

中之島町，三島中部)

あきたこまち 秋田県仙北・平鹿地区 秋田県雄物川流域 秋田県仙北西部地区

(横手町，六郷町，雄物川町， (太図町，角舘，中仙町， (秋田協和町，刈和町，土川，

大曲市，平鹿町，十文字町， 仙北町) 大沢郷，強首)

千畑町，仙南村)

ひとめぽれ 岩手県いきわ地区 宮城県北部 岩手県水沢・胆沢地区

(胆沢郡) (中新田，古川市，三本木町) (水沢，いきわ)

ササニシキ 山形県おきたま地区 岩手県

(東置賜郡，西置賜郡) (岩手束手口町，水沢，いさわ)

ゆめきんき 岩手県

(衣川，一ノ関，いきわ，

金ケ崎)

きらら 39 7 北海道上川中央地区 北海道 北海道 浦臼・共和・北桧山地区

(旭川市，比布町，当麻町) 沼田，秩父別.i奈川地区 北桧山町，若松，前回，浦臼町

(資料)量販庖PB米袋などより作成。

註) ( )内の地名は，ダイエーについては郡市町村名，イトーヨーカ堂・西友については農協名である。
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道きらら397などというように，価格帯ごとに県・

品種銘柄を前面に出したプランドを揃えている。

さらに県内のどの地域の米かを明示している。た

とえばダイエーの「蔵米」をみると，新潟コシヒ

カリは上越地区，秋田あきたこまちは仙北・平鹿

地区，北海道きらら397は上川中央地区が産地指

定されている。このような PBの産地指定は，量

販屈だけでなく，卸売業者によってもおこなわれ

ており，今後も拡大すると考えられる。

三つめは，系統農協の組織改革における農協合

併の進展と全農・経済連の統合の推進である(註

1 )。農協合併によって，単協による米の取扱量

が増加し，単協独自の米の販売対応が量的には可

能となる。また全農と経済連が統合された場合，

全農が存続し，経済連は全農による販売事業など

の「県本部Jとして位置づけられる。このことに
よって，産地問競争の実質的な担い手は経済連か

ら単協へ，銘柄競争は県銘柄から「地域銘柄」へ

と移行することが予想されるのである。

2) r地域銘柄」形成の要因と産地指定
このような「地域銘柄j形成の要因として，以

下のことをあげることができる。一つには，これ

までの県・品種銘柄では内部での品質格差が大き

すぎたことである。そのため，卸売業者にとって

みれば，同ーの県・品種銘柄でも仕入れる産地に

よって品質格差が大きかった。そのために，相対

的に品質の格差が小さい「地域銘柄」ごとの取引

が要請されることになったのである。二つには，

同一県内の良質・良食味米産地にとって，品質・

価格面で差別化の要求が強くなったことである。

三つめは，量販屈にとって消費者に対して特定の

産地の産米であることをアピールすることによっ

て，他の小売屈との差別化をはかったことである。

「地域銘柄Jの形成は，現時点では単協による
独自販売，つまり経済連，全農をとおさずに直接

に卸・小売業者に販売するという段階には至って

いない。単協やいくつかの単協が集まった組織が，

完全な独自販売をおこなうことは，販売先の確保，

価格設定，米の引き渡しのコスト，代金回収の点

で問題が多いからである。

そのため，現在の「地域銘柄」の形成は，産地

指定の範囲内でのなかでおこなわれているという

37 

協 玄米 者|玄米・白米 l者

図1 自主流通米の引渡の経過と産地指定

のが実情である。産地指定とは，卸売業者や小売

業者が，米の実際の引き渡しの際に，経済連に対

してどの地域や農協の米を引き渡すかを指定する

ことである。産地指定の流れをやや詳しくみてお

きたい。図 1は，自主流通米の買受申込と引渡の

経過を図示したものである。現在の自主流通米の

流通は，生産者→単協→経済連→全農→卸売業者

→小売業者→消費者というJレートが基本となって

いる。卸売業者が全農に自主米の貿受申込をする

ときには，県別・品種別銘柄でおこなわれる o こ

の段階では，卸売業者は県内のどの地域あるいは

農協の米を仕入れることになるのかを特定できな

い。県内のどの農協で生産された自主流通米をど

の卸売業者に引き渡すのかを決定する権限は，各

県の経済連がもっているからである。そこで卸売

業者は産地指定によって，自分の必要とする産地

(農協，地域)の米を仕入れるのである。

3 )北海道産における「地域銘柄」形成の進展

ここでは産地指定と「地域銘柄」の形成が，北

海道においてどのように進展しているのかを整理

したい。北海道は，特別自主流通米制度によって

自主流通米の全国市場に参入した当初から，後発

産地であるがゆえに，販路の確保のために卸売業

者や生協からの産地指定を受け入れてきた。特白

米制度は，自主流通米制度が発足後の北海道産米

の販売先の縮小という状況を打破し，北海道産米

の販路拡大を白的に，北海道産の自主流通米を政

府売渡価格で販売していくというものであった。

特白米の販売先については，道内:道外の比率を

3 : 7とし，道外とくに大都市圏への販売に重点

をおいた。このような特白米の道外販売の過程で

形成されていったのが，次節で検討するみるよう

な府県の生協や卸売業者と北空知の単協との結び
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付きであった。

特白米は道産米の中でも良質・良食味米を集荷

の対象としてきたので，道内の産地間格差が明確

になった。当初，特白米の対象になった品種はお

もにキタヒカリであり，その後，ゆきひかり，き

らら397とその時期でもっとも食味のよい品種が

おもな対象になっていった。この過程で， 1990年

までは「とも補償」が導入されるなど全道一丸と

なった取り組みであった。しかし特白米流通の展

開のなかで明確になっていった道内における品質

格差は， 1989年からきらら397の自主流通米の価

格に地域格差がつけれられことによっていっそう

明確になっていった。その後1990年に特別自主米

は，一般自主流通米に編入されて現在にいたって

いる。

今後はこのような地域格差を前提に，ホクレン

を中心に広域産地の形成，道産米の販売がおこな

われると考えられる。この点については， 1996年

5月に全道農協組合長会議において決定された

「北海道米生産・販売方針」のなかからもよみと

ることができる(註2)。このなかでは， r主食・
業務用途・業態別シェア目標を定めた販売戦略の

確立Jと， rJA単位となっている道内産地を広域
化jすることが注目される。今後の北海道産米の

販売においては，道内においていくつかの広域銘

柄が形成され，それらの広域銘柄の産地が，それ

ぞれの産米の品質に応じた販売方法を採用し，そ

れらが全道共販の中でなんらかの調整がなされる

ようになると考えられる。

このようなホクレンが中心となって進めている

北海道産米の広域産地形成のなかで， r地域銘柄」
の形成のうごきがすでに起きている。北空知にお

いては， 1995年産米から，管内で栽培基準が取り

決められ，食味検査で合格した米は，統一プラン

ドで販売されている。また上川中央部においては，

ホクレンと管内の単協の共同出資による「上)11ラ

イスターミナル」の設立され， 1996年度から稼働

している。このほか中空知においては，中空知米

生産流通対策協議会が中心となって， r北海道の
中心蔵『中空知米JJの販売戦略が企画されている。
また留萌地区においても， 1995年産米から統一銘

柄「るもい産きらら397Jを販売している。さら
に旭川市内8農協は，統一銘柄を作ろうとしてい

る。

2 北空知における単協による市場対応の経過

1 )北海道産米の生産・流通における北空知の

特徴

北空知の米の生産・流通商における特徴は，良

質・良食味米地域であることを受けて，米の市場

対応が先進的であるという点である。まず良質・

良食味米地域であることは，産米の反収・品質・

表2 北海道の主要稲作地域における品種構成の推移
(単位:%， ha) 

南空知 ~t 空知 上川中央部

1980 1989 1995 1980 1989 1995 1980 1989 1995 

イシカリ 42.8 12.6 85.8 

キタヒカリ 7.2 0.4 37.4 1.6 2.9 0.2 

ともゆたか 43.6 20.1 3.4 

みちこがね 1.8 0.8 0.3 

ともひかり 1.4 l.3 3.8 

ユーカラ 1.1 25.1 2.5 

ゆきひかり 62.1 50.2 48.8 26.8 38.1 16.1 

空育 12 5 11.4 l.0 14.8 2.9 25.5 0.5 

きらら 39 7 21.2 44.4 27.7 64.4 21.5 72.0 

ゆきまる 3.4 4.2 8.4 

その他 5.3 1.8 l.0 4.8 2.6 l.7 7.9 10.6 3.0 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

実数 33，431 32，501 38，726 15，309 15，193 18，405 19，854 19，782 22，268 

(資料)食糧庁『米穀の品種別作付状況l。
註)南空知は北海道食糧事務所岩見沢支所と栗山支所の合計，北空知は深川支所，上川中央
部は旭川支所の数値である。
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食味が指標となっているきらら397の地域区分に

おいても，管内11農協のうち特 Aが8農協 A

が2農協 Bが 1農協となっていることからう

かがえる。

また品種構成についても，表2のように北空知

においては特白米制度が開始された1980年にその

主要品種であったキタヒカリの作付が37%に達し

ており 3類に格付けされていたユーカラが25%

となっていた。これに対して同じ空知支庁管内の

南空知では多収穫品種であるイシカリ，ともゆた

かが中心であり，現在では北空知とならぷ良質・

良食昧米産地である上川中央部ではイシカリに特

化していた。また全道的にゆきひかりの作付比率

がピークとなった1989年には，北空知においては，

すでに次期主力品種であるきらら397が28%と他

地域よりも高かった。 1995年の北空知におけるき

らら397の比率は上川中央部よりは低いものの，

南空知を20ポイントも上回る64%となっている。

すでに特別自主流通米制度の発足以前から，北

空知においては良食味米のユーカラの作付に力が

いれられていた。そのため一部の単協では， 1970 

年代から道内の卸売業者との結び付きができてい

た。 1980年に特白米制度が創設されると，その主

力品種のキタヒカリの作付面積が大きかったため

に，北空知は特自米の主要な集荷産地となった。

そのために，単協独自の卸売業者の訪問がおこな

われた。市場との接点の持ち方の度合いを示す自

主流通米比率をみても，表 3のように北空知は

69.5%と他の地域よりも高くなっているo

このような市場の接点の持ち方の早期性は

等米比率が高いことに現れている。表4は，北海

道の稲作中核地帯である上川支庁と空知支庁の各

地域における， 1994年産うるち米の等級別検査成

績をみたものである。近年，各地域とも 1等米比

率の上昇がめざましいが，その中でも北空知は 1

等米比率が95.8%ときわめて高くなっている。さ

らに，他用途利用米をのぞけば，北空知内の各農

協とも等米比率は100%である。 1等米の出

荷のためには，栽培管理と乾燥・調整の徹底が必

要である。この 1等米出荷100%というのは，農

協・普及センターの指導，下見検査の徹底による

もので，北空知管内における農協の力が強いこと

がうかがえる。

北海道産自主流通米の拡大過程で，北空知管内

のいくつかの農協ではホクレンの仲介や独自の販

売活動によって道内外の卸売業者や生協との結び

表3 北海道における地域別制度別検査成績 (1994年産うるち米)
(単位:%. t) 

南空知 中空知 北空知 上川中央部 富良野 上川北部

政府米 45.3 42.8 23.4 29.9 42.0 57.6 

自主米 47.0 53.7 69.5 56.0 49.7 31.1 

超過米 6.3 1.2 6.2 8.5 7.2 9.5 

特栽米 1.4 2.3 0.9 5.6 1.1 1.8 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

実数 172，810 69，671 90，488 109，913 21，178 36，449 

(資科)北海道食糧事務所『業務年報』。

表4 北海道における地域別等級別検査成績(1994年産うるち米)
(単位:%. t) 

南空知 中空知 北空知 上川中央部 富良野 上川北部

1等 82.6 81.6 95.8 83.8 78.6 78.0 

2等 15.9 15.2 3.8 13.0 15.1 17.6 

3等 1.5 3.2 0.5 3.2 6.4 4.4 

言十 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

実数 184，823 74，976 96，344 118，066 23，002 39，405 

(資料)表3に同じ。
註)他用途利用米を含む数字である。
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表5 北空知管内の各農協における販売先業(1992年産米)
(単位:%) 

深川市 イチャン 納 内

1 木徳 19.6 木徳 18.1 木徳 26.0 

2 ホクレン 19.3 ホクレン 14.6 ホクレン 16.7 

3 愛知県経済連 6.0 愛知県経済連 7.9 日本マタイ 4.8 

4 北海道中央食糧 3.2 神奈川県経済連 6.0 空知米穀 3.1 

5 南空知食糧 3.0 空知米穀 3.2 東京パールライス 3.1 

音江町 多度志町

1 木徳 22.4 木徳 32.0 

2 ホクレン 14.1 大阪農協食連 26.1 

3 愛知県経済連 12.5 東京パールライス 3.3 

4 山手食糧 3.0 日本マタイ 2.6 

5 山稜産業 2.9 宝酒造 2.3 

妹背牛町 秩父別 雨竜町

1 神奈川県経済連 20.4 神明 55.3 神明 17.9 

2 ホクレン 18.1 ホクレン 10.0 ホクレン 12.9 

3 東京パールライス 9.2 日本マタイ 9.5 木徳 10.9 

4 室蘭米穀 7.8 大阪農協食連 5.4 肥後食飯 6.6 

5 愛知県経済連 4.6 兵庫県経済連 3.1 日本マタイ 4.0 

北竜町 沼田町 幌加内町

1 空知米穀 15.4 ホクレン 16.2 石岡酒造 14.6 

2 ホクレン 13.2 愛知県経済連 10.9 ホクレン 6.6 

3 大阪第一食糧 9.4 神奈川県経済連 9.0 兵庫県経済連 5.9 

4 和歌山県農協連 6.0 東京パールライス 8.6 神明 5.3 

5 神明 4.6 西ノ宮酒造

(資料)北空知広域連資料。

付きができていった。表5のように，深川市内の

各農協と木徳，妹背牛町農協と神奈川県経済連，

秩父別農協と神明，北竜町農協と空知米穀・大阪

第一食糧などの結び付きができた。しかし北空知

管内の各農協がすべて同じような対応をしてきた

のではなく，個別に市場対応をし，さらにはして

こなかった単協もあり，このことが1995年から展

開されている北空知広域連の市場対応活動のあり

方にも影響を与えているのである。

2)深川市内5農協

深川市内の農協による米市場対応はきわめて早

くからおこなわれている。自主流通米制度が発足

した1969年には，イチャン農協がユーカラを自主

流通米として出荷を開始した。その後，ユーカラ

の自主米としての出荷は市内の各農協に広がり，

1970年代半ばには流通が本格化し，市内各農協と

深川市とが，道内の卸売業者を訪問し，購入の要

請をおこなうなどの販売活動をおこなった。
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4.0 大阪農協食連 4.4 

1980年に特別自主流通米制度が創設されると，

深川市はその主力品種のキタヒカリの作付面積が

大きかったので，その主要な集荷地域となった。

1981年には，都民生協(現，コープ東京)におけ

るキタヒカリの単品販売の原料米産地として，ホ

クレンがイチャン農協を斡旋した。この結び付き

が深川市内の各農協に拡大し，さらに都民生協に

米を卸していた卸売業者木徳との結び付きも開始

された。

3 )北竜町農協

北竜町農協の米販売対応の特徴は，深川市内の

農協のようにホクレンによる特別自主流通米の販

売戦略のなかの単協と生協との結び付けがおこな

われたことに加えて， 1980年代後半から単協独自

で有機農業をアピールすることによって販売先を

開拓していったことである。 1970年代においては，

北竜町農協管内ではユーカラの作付面積はわずか

であった。それゆえ深川市内の農協のように，ユー
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カラの自主流通米の販売活動はおこなっていな

かった。またまた80年代に入ってからも，キタヒ

カリの作付比率は高かったものの， 80年代前半に

おいては特白米についても販売活動をおこなって

いなかった

1980年代後半以降，北竜町農協は生協を中心に

独自に叛路を確保していった。その契機はヒマワ

リ油の取引をおこなっていた札幌市民生協を1986

年に訪問し，理事と懇談会を聞き，北竜町産米を

アピールしたことである。そして翌年には，札幌

市民生協の職員・組合員約100人を北竜町農協が

開催した「ひまわり祭」に招待し，町の視察，水

田の見学，懇談会を通しての意見交換をおこなっ

た。この結果，札幌市民生協から北竜町に産地指

定があり，北竜町産米が同生協に販売されるよう

になった。さらに同じころに，九州の共生社生協

(現九州生協連合グリーンコープ)とのつながり

もできた。

さらに北竜町農協は有機農業をアピールするこ

とによって販売先生協との結び付きを強めていっ

た。北竜町内では， 1979年からすでに 2戸の農家

が，自然農法米に取り組んでいた。この影響もあっ

て， 1988年6月に農協青年部は，北竜町農民集会

において， r安全・良質な食糧生産に対する対策J
を提案し，有機農業の拡大をうったえた。これを

受けて1986年からは，有機農業が全町規模で拡大

していた。 1994年には，きらら397の全量が有機

栽培となり，水稲うるち米作付面積の87.2%が特

殊栽培米となっている。現在では，上記生協のほ

か，空知米穀，十勝米穀，大阪第一食糧などの卸

売業者に特別表示米として販売されている。

3 北空知広域連による地域銘柄の形成

1 )北空知広域連の性格

北空知広域連は， :ft空知管内の11農協を会員と

する農協の地区連合会組織である(註 3)01973 

年3月に深川農産加工連として設立され，翌年4

月に現在の名称に変更された。その事業は，設立

当初のモミカ、、ラ処理に加えて，農業管理センター

の設置，電算処理の集中化， LPガスの共同配送，

会員農協の内部審査と拡大していった。その後，

1985年に小豆貯蔵施設と玉ねぎ選果貯蔵施設， 88 

年に麦集出荷貯蔵施設，そして93，94年には広域
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野菜集出荷施設が建設され，管内で生産された農

産物を共同で集出荷する体制が整備されていった。

1992年12月に，管内の11農協は，管内における

広域農業振興方策として「“北育ち元気村"500億

円ビジョン」を出した。これは， 1991年度に130

億円であった生産額を， 2000年には500億円にす

ることを目標に，広域産地形成を推進するという

ものである。 1994年4月には， rr北育ち元気村j
銘柄確立に向けて」が出され， 1992年2月に制定

された「北育ち元気村」のブランドで広域産地の

確立がめざされた。しかし， 1994年から96年にお

いて減反緩和がおこなわれ，野菜の生産額は激減

した。

このように，複合経営をめざすなかで，野菜・

花き振興のために立てられた「ビジョン」におい

て，米については， 1992年の作付面積を維持し，

良質米生産に取り組むことによって自主流通米比

率を向上させ，それによって販売単価を高め，生

産額を増加させる計画であった。しかし，米につ

いても統一プランドでの販売が検討され，さらに

新食糧法の制定によってこれが加速し， 1994年12

月， r北育ち『元気村こだわり米』生産協議会」
の設立総会が聞かれた。そして1995年産米から「北

育ち『元気村こだわり米JJという統一プランド，
つまり「地域銘柄」で販売していくことになった

のである。

北空知広域連は， r地域銘柄」形成の企画・立案，
および各単協聞の連絡の機関と位置づけることが

できる。意思決定については，各農協の農協組合

長，営農部長，担当課長それぞれの段階での協議

を経て，農家に周知するという方式をとった。北

空知広域連としては，米の共同乾燥・調製施設施

設をもっておらず，また実際の営農指導や産米の

検査をおこなっているのは各単協である。そのた

め「地域銘柄J形成にとって，各単協の足並みの
統ーが重要な課題となっている。

2)北空知広域連による「地域銘柄j形成

北空知広域連による「地域銘柄jの形成は，

1995年1月に出された「北育ち『元気村こだわり米』

販売戦略構想」にそって， 1995年度から97年度の

3か年計画で進められている。まず「基本目標J
として，①顔の見える流通体制の構築，②交流・
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情報ネットワークの確立，③新しい販売システム

の構築が掲げられている。ここでの要点は，これ

まで作られてきた単協一卸売業者の結び付きをも

とに，これまでの流通ルートの中で，北空知産米

としてのフeランドイヒをはかることである。そのた

めに，卸売業者から産地指定を受けることによっ

て，卸売業者を絞りこんで販売していくことがお

もな目標とされている。管内の米の販売先はこれ

まで分散しており，良質・良食味米産地としての

アピールが弱くはっていたのである。

「事業実施計画」のおもなものはとしては，①

総出荷数量(限度数量，超過米，規格外米)200 

万俵のうち， rこだわり米」の比率を段階的に上
昇させ， 1997年度には75%すること，②広域連の

職員と各農協の組合長が，道内の全卸売業者と道

外の主な卸売業者に年に 2-3回訪問し，意見交

換をするとともに，産地指定の要請をおこなうこ

とである。

また以上のような産地のアピールのための条件

として，北空知広域連は独自の生産規準を設定し

ている。それは，①安全性対策としての低農薬，

②良品質対策として統一プランドの対象を l等米

のみとすること，③良食味米対策としてたんぱく

質含有率を8%未満にすることである。

3 )初年度の活動実績

このような計画で実施された「北育ち『元気村

こだわり米j事業」の1995年度における活動実績

をみておこう(表 6)。まず，産地指定活動につ

いては，道内の全卸売業者，都府県の主要卸売業

者に対しておこなわれた。その結果，大手の卸売

業者への出荷量の集約化がなされた。卸売業者訪

問は， 4 -5月 7月， 11月の 3回おこなわれ，

北空知地域の取り組みの説明と，産地指定の要請

がおこなわれた。出荷先の集約化の状況について

は，表7のように，出荷量が少ない卸売業者の合

表6 北育ち「元気村こだわり米」事業の概要 (1995年度)

1.各卸売業者・ユーザー訪問

①道内

②道外

2.食味分析計と営農指導

①食味分析系の導入:全農協

②食味分析計による食味検査

3.北育ち「元気村こだわり米j生産対策

①生産規準設定:パンフレット作成，全戸配布

②栽培試験研究:試験回設置

③栽培に関する検討懇談会開催:生産管理台帳の活用

4.北育ち「元気村こだわり米j販売対策

①独自パッケージ・プランド米販売:

ラルズ，三笠生協，道東生協，北空知管内Aコープ
②米の小売資格の取得

③各ユーザーと取扱数の協議確認:

管内自主米の完販をめざしホクレンと協議

5.北育ち「元気村こだわり米JP R .情報活動の推進

①PR看板の設置:北空知管内に58か所

②「産地だよりJの発行
③PR用テレホンカードの作成:500枚

@新食糧法に係わる懇談会開催:食糧事務所と農協担当者との懇談会

①農協青年部・婦人部・稲作研究会等への出席・

各種研修会にて目的説明・協力要請

6.北育ち「元気村ライスコンピナートj構想の決定

(資料)北空知広域連資料。
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表7 北空知管内農協における自主流通米の販売先
(単位:%) 

卸名 1992 1994 1995 

A 13.9 11.4 9.1 

B 3.6 1.9 2.1 

C 3.6 4.3 4.0 

その他 4.5 4.3 2.9 
ー・ 4・・・...・・・ 4・・・・・・ 4・‘・ー.-._-_..---ー-----・・ー・・・ 4・-----.__.・・・・"---_..ーーーー

道内小計

D 

E 

F 

G 

H 

K 

L 

M 

N 

O 

F 

Q 

R 

その他

道外小計

合計

25.6 

11.4 

10.2 

4:9 

1.8 

3.6 

4.7 

1.2 

3.0 

0.7 

1.5 

3.1 

0.3 

1.0 

0.9 

1.1 

25.0 

74.4 

100.0 

(資料)北空知広域連資料。

21.8 

15.5 

10.2 

4.0 

3.5 

3.1 

3.1 

2.9 

2.7 

2.7 

2.5 

2.2 

1.8 

0.9 

0.8 

0.9 

21.4 

78.2 

100.0 

註)1995年産米は96年7月末の数字である。

18.1 

17.3 

12.1 

5.4 

4.7 

2.7 

6.3 

0.5 

1.4 

4.3 

0.9 

2.0 

4.1 

0.4 

0.7 

0.4 

18.7 

81.9 

100.0 

計である「その他」の比率は， 1992年の25%から

95年には19%にまで縮小しているのである。また，

これまでも出荷量が多かった道外の卸売業者D，

E， F， Gの各社に対するシェアは上昇し 1， 

L， 0社への出荷比率も上昇している。

また食味計が管内の全単協に導入され，各単協

ごとに食糧事務所の等級検査の際に，たんぱく質

含有量を中心とした食味検査がおこなわれた。対

象生産者は2，763戸，分析点数 1万7377点，対象

数量は91万7767俵におよんだ。この検査によって，

たんぱく質含有量が8%未満のものが「こだわり

米」となって，一般の米と仕分されて，倉庫に搬

入された。さらに各農家に対しては，栽培基準な

どが記されたパンフレツトが全農家に配布され，

農協・普及センターの指導がおこなわれ，生産管

理台帳の記入がおこなわれた。

また販売対策としては， rこだわり米Jの独自
パッケージによる販売が，ラjレズ，道東生協，北

空知管内のAコープなどでおこなわれた。この他，
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PR看板の設置， r産地だより」の発行， PR用テ
レホンカードの作成がおこなわれた。

このような取り組みのなかで，単協ごとの足並

みの統ーには欠けるところがあった。自主流通米

のきらら397の出荷量に占める「こだわり米」比

率は，深川市内の各農協でみても，もっとも低い

農協で28%，高い農協で93%と大きな格差があっ

た。また北竜町農協は，特別表示米を中心に独自

のブランド化をおとなってきたために， 19Q5年産

の「こだわり米」は皆無であった。また沼田町農

協は， r米穀低混貯留乾燥調整施設」を建設し，
うち一部は氷室で貯蔵し， r雪中米Jとして独自
プランドで販売を計画している。さらに「こだわ

り米J規準自体も，各単協でばらつきがあり，産
地に根付く段階には至っていないといえる。

4)今後の米流通における意義と課題

以上のような北空知広域連の取り組みは，いま

だ端緒的段階ではあるが，北海道産米において進

展すると考えられる「地域銘柄」形成において先

進的なものであると評価できる。また，産地指定

による「地域銘柄j形成の基本的な形態であると

考えられる。ここでは，北空知広域連が「地域銘

柄」形成に早期に取り組むことができた条件，今

後の道産米流通における意義，そして今後の課題

について考察したい。

まず条件の一つめとしては，これまですでに各

単協ごとに結び付きの強い卸・生協が存在したこ

とがあげられる。このような結び付きには産地と

販売業者との信用や人的な突流が重要なのであり，

それらはすぐには形成できるものではないのであ

る。二つめとしては，管内の単協を会員とする北

空知広域連という組織が存在4し，野菜などで単協

をこえた共販体制が部分的にではあるがおこなわ

れてきたことである。農産物の広域共販は，各産

地の利害関係で実施するのが困難であるが，それ

らの意見を調整するような組織が存在していたこ

との意味は大きい。

つぎに今後の道産米流通における意義としては，

北海道の米産地にとって，地域ごとの米の品質に

みあった生産・販売対応の方向が聞けたことがあ

げられる。これまで北海道稲作ほ，特白米制度以

降，全道的に良質・良食味米生産という単一の方
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向をめざしてきた。このような方向は，良質米産

地にとってみれば，品質の高い米を出荷しながら

道産米として一括されることへの不満につながり，

準良質米産地にとってみれば，過度な良質・良食

味米の追及をせざるをえないという状況につな

がった。今後.米の品質にあった需要への対応と

いう視点からみれば，地域の米の品質に応じた対

応方向が模索されてもよいのではないか。このよ

うに考えると，北空知広域連の取り組みは，ホク

レンによる上からの産地の区分ではなく，産地独

自で自らの対応の方向を決めた取り組みとして大

きな意義をもっと考えられる。

また今後の課題としては，一つには，北空知広

域連とホクレンとの機能分担のあり方があげられ

る。北空知広域連は「地域銘柄」形成を推進して

いるが，実際の分荷権はホクレンにある。ホクレ

ンにとっては，全道共販で道産米の全量売り切り

をめざすために，特定の産地の産米だけを有利販

売することはできない。他方で北空知広域連は産

地の生き残りのために，地域の産米の有利販売を

めざすことになる。しかし北空知広域連にとって

は，ホクレンによる全道共販から完全に離れるこ

とはリスクが大きい。今後は，ホクレン，北空知

広域連，管内の各単協とのあいだで，米流通のど

の機能をどこが担うかが謀題となろう。

二つめは，広域産地内の統一の問題点である。

いいかえれば農協聞の足並みの問題である。各農

協ともこれまでのつながりの強い実需者とは今後

とも取引を継続したい意向をもっており，それら

を北空知管内の対応として一本化するにはまだ時

聞がかかる。現在は各単協とも，広域連には協力

しつつも独自の販売方法を模索しているという状

態である。

三つめは，取り組みの進め方が広域連からの

トップダウン方式であり，現在は広域連から単協

への趣旨の徹底，農協問の調整が問題となってお

り，その趣旨が農家にまで必ずしも伝わっていな

いことである。さらに現在では「こだわり米」に

価格差がついていないため，農家レペルでの取り

組みも本格化していない。

おわりに

以上，北海道においても良質・良食味米産地で
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あり，米市場対応においても先進的である北空知

について， 1995年産からおこなわれている「地域

銘柄」形成の取り組みについてみてきた。最後に

その特徴，意義，課題について要約しておく。

その特徴は，まず販売面においては，これまで

形成されてきた単協と卸売業者・生協との結び付

きを基盤に，北空知における「地域銘柄J形成を，
卸売業者からの産地指定というかたちで実現しよ

うとしていることである。そのために食味検査を

実施し，合格したものを統一プランドで販売して

いるo また生産面においては，米の品質の統一を

図るために，栽培規準を設定し，農協・普及セン

ターの指導でそれらを徹底しようとしている。

その意義としては，地域ごとの米の品質にみ

あった生産・販売の方向が開けたこと，課題とし

ては，①系統農協内での機能分担のあり方，②産

地内の統一の問題，①トップダウンの推進方法が

あげられる。

このような「地域銘柄j形成は，ともすれば，

過度な産地間競争につながる可能性ももっている。

そうなると低下傾向をたどっている米価下落が加

速されてしまう。このような事態にならないため

にも，地域の特質を活かした産米の販売がおこな

われつつも，経済連，全農による県単位，全国単

位での米の品質別の需給調整機能が今後とも重要

となってくるのである。

註

(註 1)農協の組織改革については，土屋[5]参照。

(註 2)その詳しい内容については，柴田 [3]参照。

なおその全文も掲載されている。

(註 3)北空知広減速，とくにそこにおける青果物の取

扱については板橋[1 J参照。
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